
  

 

 

 

 

令和６年５月 20日発行 

 
Ⅰ 令和６年 10 月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公
表について（新商品に係る部分） 
福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表については、「福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について」

（平成 30年３月 22日老高発 0332第１号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知）で示したとおり、新商品について３ヶ月に１度の

頻度で全国平均貸与価格の公表や上限価格を設けることとされております。 

この度、令和６年 10月貸与分から適用される新商品に係る福祉用具の全国平均貸与価格及び上限価格について、厚生労働省のホ

ームページに掲載されましたので、以下をご参照いただき、福祉用具貸与の実施及び請求にあたり遺漏なくご対応いただきますよ

うお願いします。 

掲載先 URL（厚生労働省ホームページ） 

「ホーム」→「政策について」→「分野別の政策一覧」→「福祉・介護」→「介護・高齢者福祉」→「福祉用具・住宅改修」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html 

※本内容は、公益財団法人テクノエイド協会のホームページでも掲載しています。 

「ホーム」→「福祉用具貸与価格適正化推進事業（厚生労働省）」→「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表」 

http://www.techno-aids.or.jp/tekisei/index.shtml 

【問合せ先】長野県 健康福祉部 介護支援課 サービス係  電話：０２６－２３５－７１２１（直通） 

  

Ⅱ 「介護事業所の経営相談」などに専門家を派遣します！（社会福祉施設アドバイザー相談・

派遣等事業） 
長野県社会福祉協議会では、介護事業所の経営・運営の課題に関して、社会福祉事業経営者及び施設経営者の様々な相談に応え

るため、専門家を無料で派遣する「社会福祉施設アドバイザー相談・派遣等事業」（長野県委託事業）を実施しています。 

昨年度の傾向として、カスタマーハラスメント等についての相談が多く寄せられています。事業所の対応について、弁護士等の

専門家から的確なアドバイスが得られます。 

１法人につき５回（４月～翌年３月）まで利用することができますので、ご活用ください。 

相談内容とアドバイザー（相談時間は１回２時間） 

相談内容 アドバイザー 

運営管理 経営実践者、社会保険労務士 

会計・税務 税理士 

労務管理・人材定着 社会保険労務士、経営実践者 

法務 弁護士 

介護職場の業務診断 認定介護福祉士 

職場における心の健康づくり 産業カウンセラー 

キャリアパス構築・人材育成 社会保険労務士、中小企業診断士等 

ＢＣＰ(事業継続計画)策定 ＢＣＰ策定経験者等 
 

アドバイザー派遣経費 無料（但し、１年間[４月～翌年３月]に１法人５回まで） 

 申込み方法      次のＵＲＬ、もしくは２次元コードから申し込んでください。 

https://forms.gle/aoxSEVFoNkims6WL8 

 その他                この事業は、福祉・介護事業者の経営課題等解決にアドバイスするものです。アドバイザーによる助

言について、最終的な判断は福祉事業者が自らの責任をもって判断してください。 

【問合せ先】 社会福祉法人長野県社会福祉協議会 福祉人材センター 

電話：０２６－２２６－７３３０  電子メール：jinzai@nsyakyo.or.jp 

 
Ⅲ 介護事業所の法定研修 ＷＥＢセミナー実施について 
（公財）介護労働安定センターは下記の期間でＷＥＢセミナーを配信します。視聴ご希望の方は申込書（ＨＰよりダウンロード）

に必要事項をご記入の上ＦＡＸにてお申込みください。ホームページからもお申込いただけます。 

（１）配信期間 ：令和６年６月 11日（火）10：00 ～ 令和６年６月 24日（月）17：00  

（２）内   容 ：「プライバシー保護と法令遵守」 

介護の現場では利用者のプライバシーに介入することもあるため、個人情報の取り扱いやプライバシー

 

 

－ 長野県健康福祉部介護支援課からのお知らせ － 
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に対する配慮が欠かせません。プライバシーとは何か、個人情報の取扱い方、 

介護現場で取り組むべきプライバシー保護、法令遵守について説明していきます。 

講師：東京都介護福祉士会 会長 永嶋 昌樹  氏  

（３）受 講 料  一般：3,100円 賛助会員：2,200円 ※１名様ごと・税込み 

（４）申込み期限  令和６年６月 10日（月）まで 

ホームページ URL → http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/nagano/index.html 

 

【問合せ先】介護労働安定センター長野支部  電話：０２６－２３２－０８９８ ＦＡＸ：０２６－２３２－０９０６ 

 

Ⅳ 介護事業所の法定研修 ＷＥＢセミナー実施について 
（公財）介護労働安定センターは下記の期間でＷＥＢセミナーを配信します。視聴ご希望の方は申込書（ＨＰよりダウンロード）

に必要事項をご記入の上ＦＡＸにてお申込みください。ホームページからもお申込いただけます。 

（１）配信期間 ：令和６年７月 11日（木）10：00 ～ 令和６年７月 24日（水）17：00  

（２）内   容 ：「看取りケア 尊厳と生活支援」 

看取りケアで大切なこととして、よくありがちな間違い・看取り期の判断・看取りのケアの基本・その

時が近づいたら など解説します。 

講師：（株）アポロ・サンズＨＤ看護部長 木本 明恵 氏    

（３）受 講 料  一般：3,100円 賛助会員：2,200円 ※１名様ごと・税込み 

（４）申込み期限  令和６年６月 27日（木）まで ※締め切り後ご希望の方は直接お電話ください。 

ホームページ URL → http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/nagano/index.html 

 

【問合せ先】介護労働安定センター長野支部  電話：０２６－２３２－０８９８ ＦＡＸ：０２６－２３２－０９０６ 

 

Ⅴ 「令和６年度 日本ＡＬＳ協会長野県支部総会＆交流会」のご案内 
日時    令和６年６月８日（土） 12時半～16時                      参加申し込みＱＲコード 

場所    麻績村地域交流センター ５階ホール 

定員    現地 60名  オンライン（Ｚｏｏｍ）人数制限なし                 

参加費   会員 無料  非会員 100円  ＊オンライン参加は無料 

Ⅰ 総会 12：30～13：00 

Ⅱ 講演 13：00～14：00  

テーマ 

「コミュニケーションをあきらめない！」 講師：太田貴文氏（訪問看護ステーションあゆみ） 

  「地域におけるコミュニケーション方法の選択」 講師：中川真人氏（鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院） 

  「作業療法士の視点と相談窓口」 

   14：00～14：15 コミュニケーション機器の展示紹介 

   14：15～14：45 写真撮影・休憩 

Ⅲ 交流会 14：45～16：00 

＊申し込み締め切り  令和６年６月１日（土） 

＊Ｚｏｏｍパスワードは２日前までにメールでお送りいたします。 

＊お申し込みは日本ＡＬＳ協会長野県支部ホームページの申込書・右上ＱＲコード・ＴＥＬ・ＦＡＸ・メールにてお願いします。 

【問合せ先】日本ＡＬＳ協会長野県支部 事務局 原山 電話：０２６－２６３－６３３５ ＦＡＸ：０２６－２４３－８８２０ 

電子メール：akane_harayama@tetote7107.org 

 

Ⅵ 喀痰吸引等研修事業（特定の者対象 ３号研修）R６年度 第１回 基本研修 受講生募集 
日本 ＡＬＳ 協会長野県支部は、長野県登録研修機関の認可を受け研修を行っています。 
募集期間  令和６年５月 15日～６月 15日 

募集定員  ５名 

【研修日】＜講義＞ 令和６年 ７月 ６日(土）13:00～16:40  

長野市ふれあい福祉センター５階 会議室４（Ｚｏｏｍ配信あり） 

  ＜演習/講義/試験＞令和６年７月 27日(土) 13:00～17:00 

長野市北部スポーツ・レクリエーションパーク 管理棟会議室 

【受講料】  20,000円（保険料込み）  ※別途教材費  2,000 円（送料込み）（「喀痰吸引等研修テキスト」厚生労働省版）             

【カリキュラム】 長野県支部ホームページ掲載の別紙１・２参照  

＊日本ＡＬＳ協会長野県支部ホームページ掲載の募集要項、受講のお知らせ、受講の流れ、受講申請書類一式等をご確認くださ

い。 

＊第２回は 11月に開催予定です。 

【問合せ先】日本ＡＬＳ協会長野県支部 事務局 原山 電話：０２６－２６３－６３３５ ＦＡＸ：０２６－２４３－８８２０ 

電子メール：akane_harayama@tetote7107.org 

 



 
Ⅶ 介護支援専門員証更新申請書の申請期間について 
介護支援専門員として業務に従事するためには、更新に必要な研修を受講し、介護支援専門員証更新の手続きを行う必要があり

ます。 介護支援専門員証を更新する予定のある方は、下の表の更新申請期間内に、申請書を介護支援課あて簡易書留で送付してく

ださい。なお、管理者の皆様におかれましては、従業者の方に周知していただきますようお願いいたします。 

 

更新申請受付期間 有効期間満了日の前々月 11日～前月の 10日まで 

 

有効期間満了日 更新手続申請期間 

2024年７月１日～2024年７月 31日 2024年５月 11日～2024年６月 10日 

2024年８月１日～2024年８月 31日 2024年６月 11日～2024年７月 10日 

2024年９月１日～2024年９月 30日 2024年７月 11日～2024年８月 10日 

 

 
県では、皆様に知っていていただきたい情報を、通知や介護インフォメーションにより提供していますが、最新の情報をいち早く得るためには、

長野県ホームページを随時御覧いただくことをお勧めします。 

 

 

 

 

このインフォメーションへのお問合せ等は、長野県 健康福祉部 介護支援課 サービス係までお願いします。 

TEL 026-235-7121  FAX 026-235-7394  E-mail kaigo-shien＠pref.nagano.lg.jp  


